
議
員
提
出
第
二
十
一
号
議
案

地
方
自
治
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
着
実
な
推
進
を
求
め
る
意
見
書

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

に
つ
い
て
様
々
な
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
、
七
月
十
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
「
世
界
最
先
端
デ
ジ
タ
ル
国
家
創
造
宣
言
・
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
計
画
」
に
お
い
て
、
我
が
国
を

デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
り
強
靱
化
さ
せ
、
我
が
国
経
済
を
再
起
動
す
る
と
の
考
え
の
も
と
、
「
国
民
の
利
便
性

の
向
上
」
、「
効
率
化
の
追
求
」
、「
デ
ー
タ
の
資
源
化
と
最
大
活
用
」
、
「
安
全
・
安
心
の
追
求
」
、
「
人
に
や
さ

し
い
デ
ジ
タ
ル
化
」
を
条
件
と
し
て
、
本
格
的
・
抜
本
的
な
社
会
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
る
と
の
姿
勢

を
示
し
た
。

ま
た
、
政
府
の
第
三
十
二
次
地
方
制
度
調
査
会
に
お
い
て
、
地
方
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
な
ど
を
盛

り
込
ん
だ
「
地
方
行
政
体
制
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
答
申
」
が
提
出
さ
れ
、
社
会
全
体
で
徹
底
し
た
デ
ジ
タ

ル
化
が
進
む
こ
と
で
、
東
京
一
極
集
中
に
よ
る
人
口
の
過
度
の
偏
在
の
緩
和
や
、
こ
れ
に
よ
る
大
規
模
な
自

然
災
害
や
感
染
症
等
の
リ
ス
ク
の
低
減
も
期
待
で
き
る
と
し
て
、
国
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
大
き
な

期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
地
方
自
治
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
着
実
な
推
進
を
図
る
た
め
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
実
施
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

法
令
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
よ
り
書
面
や
対
面
・
押
印
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
可

能
な
限
り
簡
易
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
実
現
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
。
特
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
更
新
手
続
に
つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
を
実
現
す
る
こ
と
。

二

情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
・
共
通
化
、
ク
ラ
ウ
ド
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
法
定
受
託
事
務
に

つ
い
て
も
、
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
標
準
化
を
図
り
、
自
治
体
が
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
仕
組
み

を
検
討
す
る
こ
と
。

三

令
和
三
年
度
か
ら
四
年
度
に
全
国
の
自
治
体
で
更
新
が
予
定
さ
れ
て
い
る
自
治
体
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

ク
ラ
ウ
ド
に
つ
い
て
導
入
時
と
同
様
の
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

今
後
の
制
度
改
正
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
改
修
を
行
う
際
に
は
、
地
方
の
事
務
処
理
の
実
態
を
正
確
に
把
握

す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
十
分
な
人
的
支
援
及
び
財
政
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日
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